
 

裏面に手続きの注意点を記載しています。 

必ずご確認ください！ 

 

 

大学等への進学を契機とした、若者の市外流出に歯止めをかけること及び市内鉄道駅の

利用率を向上し、市内の賑わいを創出することを目的として、甲州市から県外の大学等へ

通学される皆さんの通学定期購入費の助成を行います。 

 

補助対象期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日まで 

 

補 助 額  通学定期券購入費の半額（月額上限１０，０００円） 

※乗車駅が市外であるものについては、下記①～③いずれかの金額とする。 

      ① 通学定期券購入費の半額 

      ② 住所地からの最寄り駅を乗車駅とした降車駅までに係る通学定期券購入費

の半額 

      ③ 月額上限１０，０００円 

 

対   象  次のすべてに該当する方 

① 甲州市に住所を有し、県外の大学等※に通学している方 

（※学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める大学院、大学、高等専門学校、 

 専修学校及び各種学校をいう。） 

② 平成２９年４月１日以降に鉄道利用通学を開始した方 

③ 令和７年４月１日以降の有効期限の定期券を利用する方 

④ 本人及び生計を一にする世帯に属する者が市税等の滞納がないこと 

⑤ 山梨県が提供する県内就職に資するメールマガジンへ登録した者 

（ユースバンクやまなしのメールマガジンへ登録。登録方法は裏面をご確認ください。） 

⑥ 別に定める期間までにオンラインアンケート調査に回答できる者 

（詳しくは裏面をご確認ください。） 

 

申 込 期 間  令和７年 4 月１日（火）から令和７年６月３０日（月）まで 

 

問 合 せ 先  甲州市役所 政策秘書課 地域未来戦略室 

      ０５５３-３２-５０３７（直通） 

  



① ユースバンクやまなしへの登録 

山梨県から、県内での就職・就職活動を考えている方に向けて、ガイダンスやセミナー、インタ

ーンシップ、就職イベント等、県内企業への就職に役立つ情報をメールでお送りしています。 

（対象者）山梨県内・県外の大学、短期大学、専門学校等に進学した方、及びその保護者の方 

（配信日）毎月１回登録メールアドレスへ配信されます（月末予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② オンラインアンケート調査への回答（回答はパソコンやスマートフォンを利用） 

本アンケート調査は、補助対象者の考えや実情を把握し、今後の政策に反映させるために実施す

るものです。アンケート調査の趣旨を御理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

アンケートの QR コード（URL）は実施期間が決まり次第、ご案内を郵送させていただきます。 

※回答が出来なかった場合（忘れてしまった場合）には、補助対象外となりますのでご注意くださ

い。 

 

③ やまなしくらしねっと（電子申請） 

今年度より電子申請が可能となりました。申請は下記 QR コードよりお願いいたします。 

（※従来通り紙媒体での申請も可能です。） 

 



 

令和７年度 甲州市鉄道利用通学者支援補助金（一般的な申請の流れ） 

□ 時期 項目 提出書類・必要書類等 対象者等 

□ 申請前 

交付条件 

の確認 

＜概要＞ 

□甲州市に住民票がある 

□県外の大学等（※学校教育法に定める各種学校等）に通学している

（通学する） 

□平成２９（2017）年 4 月１日以降に定期通学開始 

□本人及び生計を一にする世帯全員が、市税を滞納していない 

□山梨県が提供する県内就職に資するメールマガジンに登録してい

る、または登録する予定がある 

□オンラインアンケートに回答する予定がある 

申請者 

□ 
申請 

4～６月 

補助金 

申請 

＜提出期限＞令和７年４月１日（火）～令和７年６月３０日（月） 

＜提出物＞ 

□鉄道利用通学者支援補助金交付申請書（様式第１号） 

□在学していることがわかる書類 （学生証の写し等） 

□通学定期券の利用区間を証明する書類 

（購入済みの通学定期券の写し等） 

□住民基本台帳及び市税等の収納状況の確認に関する同意書 

（様式第２号）…同じ世帯家族全員の署名が必要 

□ユースバンクやまなしメールマガジン加入確認書 

…ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ配信は登録した月の月末となります 

申請者 

↓ 

市 

□ 申請後 交付決定 ・鉄道利用通学者支援補助金交付決定通知書（様式第３号） 

市 

↓ 

申請者 

□ 通学中 
通学定期 

購入保管 

＜対象期間＞令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

□定期ＳＵＩＣＡカードを購入し、利用期間・利用区間・利用者氏

名・購入金額が分かる面を、明晰にコピーし保管（原則） 

申請者 

□ 通学中 内容変更 

□引っ越して甲州市に住民登録がなくなった 

□通学定期の利用を停止した、学校を卒業・退学した 

□ユースバンクやまなしに登録することをやめた 

 速やかに市役所へ連絡をし、手続きの指導を受けてください 

申請者 

↓ 

市 

□ 
交付 

決定後 

アンケー

ト回答 
回答期間が決まり次第、ご案内を郵送でお送りします。 申請者 

□ ～３月 実績報告 

＜提出期限＞令和８年３月２３日（月）まで 

＜提出物＞ 

□鉄道利用通学者支援補助金実績報告書 （様式第７号） 

□在学証明書 （実績報告書提出日の前１箇月以内に発行されたもの）

※学生証は不可 

□通学定期券の額、利用区間及び有効期間を証明するもの 

（対象期間の「ＳＵＩＣＡ」等のコピー） 

□利用期間や申請金額などが変更になった場合には、 

鉄道利用通学者支援補助金交付変更届（様式第４号）も提出 

市 

↓ 

申請者 

□ 3・4 月 
額確定 

振込 

・【変更があった場合】 

鉄道利用通学者支援補助金交付変更承認通知書（様式第５号） 

・鉄道利用通学者支援補助金交付金額確定通知書兼支払通知書  

（様式第８号） →通知後、指定口座に補助金額の振り込み 

市 

↓ 

申請者 

□ 終了後 実証調査 ・必要に応じて卒業後の動向等を聞き取りする場合があります。 
市 
↓ 

申請者 

 

電子申請可 


